
無料講習会

改正労働施策総合推進法等説明会
～改正労働施策総合推進法・男女雇用機会均等法・同一労働同一賃金ガイドラインがそれぞれ施行されます～

               主催：（一社）三田労働基準協会[幹事]・渋谷労働基準協会

（一社）品川労働基準協会・（一社）大田労働基準協会

（一社）新宿労働基準協会・（一社）池袋労働基準協会

今年１０月１日に、改正労働施策総合推進法、改正男女雇用機会均等法及び改正同一労働同一賃

金ガイドラインが施行される予定となっています。カスタマーハラスメントや求職者等に対するセ

クシュアルハラスメント防止措置が義務化され、また不合理な待遇差の解消に向けた取組が求めら

れます。

本説明会では、この法律を所管している東京労働局雇用環境・均等部指導課の担当者から説明を

行います。

1 日 時  ２０２６年７月２９日（水）

１３時３０分～１５時５０分

2 説明方式 オンライン開催（Zoom ウェビナーにて配信）

       ※ＰＣやタブレット等の端末とインターネット環境が必要です

3 内 容

（１）トピックス                 東京労働局雇用環境・均等部長

（２）労働施策総合推進法及び男女雇用機会均等法の改正にかかるカスハラ・就活セクハラの

措置義務について               東京労働局雇用環境・均等部担当官

（３）改正同一労働同一賃金ガイドラインについて   東京労働局雇用環境・均等部担当官

（４）改正育児・介護休業法について        東京労働局雇用環境・均等部担当官

（５）改正女性活躍推進法について          東京労働局雇用環境・均等部担当官

４ 定 員  ２００名

５ 参加費  無 料

６ 申込み方法等

① メールによる申込

次のメールアドレスに、説明会名、事業場名、所在地、各地区の労働基準協会会員又は非

会員の表記、連絡先担当者名、電話番号、参加者名、参加者のメールアドレスを記載いた

だき７月２２日（水）までにメールをお送りください。受付について返信します。

mitaweb@mita-roukikyo.or.jp
② ＦＡＸによる申込

裏面「申込書」に記入のうえ７月２２日（水）までに（一社）三田労働基準協会あて

Fax（03-3451-7692）で、お申し込みください。受付について参加者メールアドレス

に返信します。

７ お問い合わせ先  (一社)三田労働基準協会

電話：０３-３４５１-０９０１  Fax ０３-３４５１-７６９２

ＵＲＬ http://www.mita-roukikyo.or.jp



改正労働施策総合推進法等説明会
Fax 申込書

（ 実施日：２０２６年７月２９日 １３：３０～１５：５０ ）
  

申込 Fax. 送付先  （一社）三田労働基準協会事務局 あて

Fax． ０３-３４５１-７６９２

事 業 場 名

所 在  地

電   話
会員・非会員の別

（〇を付けて下さい）

・三田協会・品川協会

・大田協会・渋谷協会

・新宿協会・池袋協会

・会員以外

申込担当者

氏   名

参 加 者

フ リ ガ ナ

氏  名

メールアドレス

（必須）
（わかりやすく記入してください）

注：① 個人情報は本説明会以外の目的に利用することはありません。

② 参加者名簿は、東京労働局雇用環境・均等部に提供いたします。雇用環境・均等部

においては「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」により適切に取り

扱います。

③ 参加ＵＲＬは、７月２７日までに参加者メールアドレスあてにお知らせします。

受付日 整理番号


